
令和４年８月
総務省自治行政局住民制度課

住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務の拡大

（管理番号42・125）
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重点番号２：住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務の拡大（総務省）



個別の行政分野

氏名（通称※）
住所
生年月日
性別
マイナンバー
住民票コード
これらの変更情報

４情報

地方公共団体情報システム機構
（J-LIS）

住基ネット

住 民

住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の概要

資格試験の実施事務
（不動産鑑定士、施工管理技士、司法試験など）

年金の支給事務
（対象者の現況確認など）

各種給付の支給事務
（恩給、中国残留邦人等への一時金など）

情報提供件数
・国の行政機関等

約15億件
・地方公共団体

約5,720万件

各種登録、免許等の申請の受理
（電気通信事業の登録、NPO法人の設立認証など）

氏名、住所、転出、
死亡等の情報

転出、死亡、転入、
出生等の届出

住民基本台帳法
別表に定める行政
機関等にのみ
情報提供を行う

【住民票】
・氏名（通称※）
・住所
・生年月日
・性別
・マイナンバー
・住民票コード 等

市町村
住民基本台帳

約1,300万件程度省略 約4,000万人分程度省略 約1,300万件程度省略

住民票の写し

※ 数値は令和２年度

※住民票に通称が記載されている外国人住民の場合

平成11年８月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」公布
平成14年８月 住民基本台帳ネットワークシステム第１次稼働 （住民への住民票コード通知開始、行政機関への本人確認情報の提供）

平成15年８月 住民基本台帳ネットワークシステム第２次稼働 （住民基本台帳カードの交付、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化）

平成23年５月 住基ネット訴訟終結 （札幌訴訟勝訴最高裁確定）

全国の市町村・都道府県
をネットワーク化

申請等

年金の現況届
年金の住所
変更・死亡届

住基ネットの概要

データマッチングは禁止
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住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）の概要ご提案への回答について

所有者不明土地対策として住民基本台帳ネットワークシステムの活用が想定され
る事務について調査を行ったところであり、その調査結果も踏まえつつ、ご提案の内容
も含めた住民基本台帳ネットワークシステムの活用について、必要な対応を検討する
こととしたい。

※調査の概要
Ø 令和４年５月16日～５月25日までの間、総務省にて実施。
Ø 所有者不明土地対策として住民基本台帳ネットワークシステムの活用が想定される事務等について、全府省庁
の所管する手続を対象に調査。

Ø 所有者不明土地対策に関し、今回ご提案のあった「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法」「森林法」を含む６法律について回答。

Ø 今後、回答を精査し、関係省庁と具体的な検討を進める。

回答
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重点番号２：住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務の拡大（国土交通省）
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